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開  会 

（齋藤教育長） 

 定刻となりましたので、令和７年10月教育委員会定例会を開会します。 

 本日の議事録署名は、久保委員を指定します。 

 それでは、はじめに私から、主な会議・行事等について説明いたします。 

 

主な会議・行事等 

（齋藤教育長 資料に基づき説明） 

 

（齋藤教育長） 

 これより議事に入ります。本日提出されております議案を審議します。 

 はじめに、議案第 35 号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書につ

いて」事務局から説明をお願いします。 

 

議案第35号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について 

（松橋教育部次長兼教育総務課長 資料に基づき説明） 

 

（齋藤教育長） 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問などがありましたらお願いいたします。 

 〔質疑なし〕 

 

 それでは、議案第35号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

 御異議がありませんので、議案第35号を原案のとおり決定いたします。 

 

 以上で、議案の審議は終わりました。 

次に報告事項にまいります。 

はじめに「令和７年度第２四半期の業務報告について」は、事前に委員の皆さんから質問をい

ただいております。 

 

【令和７年度第２四半期の業務報告について（質疑応答）】 

５ページ「マイブック推進事業」について、西山委員からお願いいたします。 

 

（西山委員） 

 教育指導課の「マイブック推進事業」について質問いたします。この事業については、非常に

意義を感じているものでして、毎年質問させていただいております。マイブッククーポンを全児

童に配布しているということですが、これまでのクーポンの利用状況をお知らせいただければと
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思います。 

 

（三津谷教育指導課長） 

 西山委員の御質問にお答え申し上げます。今年度のマイブッククーポンの使用状況について、

９月の使用分は現在集計中でございますので、８月末までの集計結果を御報告させていただきま

す。クーポンを使用した児童の割合は 79.1%、クーポンの執行率は 76%となっております。クー

ポンの使用期間は９月30日までとなっておりましたが、さらにクーポン使用の促進を図るため、

未使用の児童には注文袋を配布し、現在取りまとめて書店へ注文しているところでございます。 

 

（西山委員） 

 毎年申し上げていますが、せっかく本事業を通じて、各児童にブッククーポンが配られている

わけですから、できるだけ多くの子どもたちに、たくさんの本を手にしてもらいたいと感じてい

ます。実際に書店へ行って、本を選んで購入し、自分の本にするという体験を通して、本や読書

に対する興味関心が高まるなど、読書教育に非常に寄与しているものと思います。現在、専用の

注文袋を配布して、クーポン使用の推進を促しているということですので、今後、さらに各学校

現場や子どもたちに声掛けをして、多くの子どもたちができるだけたくさん利用できるように進

めてもらえればと思います。あわせて、各学校現場でも本事業を利用した教育が実施できれば、

引き続き意義のある事業になろうと思いますので、今後とも御指導よろしくお願いいたします。 

 

（齋藤教育長） 

 関連質問はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

 

 次に、７ページ「ネット情報モラル支援事業」について、小澤委員からお願いいたします。 

 

（小澤委員） 

 「ネット情報モラル支援事業」について、各学校で外部の専門の講師をお呼びして、児童や保

護者を対象に講習会を開催されていると思いますが、ネットに関して発生してしまったトラブル

等があれば、その件数をお知らせいただきたいと思います。 

 

（三津谷教育指導課長） 

 小澤委員の御質問にお答え申し上げます。児童のネットやスマホ端末の使用によるトラブルの

発生件数について、昨年度、青少年グループに報告のあった事案は 25 件となっております。こ

れはあくまでも、報告のあった事案数ですので、実際には更に多くの事案が発生していると考え

られます。 

また、今年度につきましては、４月から９月末現在で 16 件の報告を受けております。教育委

員会といたしましては、今後も「ネット情報モラル支援事業」を通して、児童生徒がインターネ

ットを介したトラブルや事件に巻き込まれることのないよう、各学校で開催される研修会を支援
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し、児童生徒の安全なネットの利用や情報活用能力の向上を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

 

（小澤委員） 

トラブル発生件数は２桁あるということで、やはり問題はまだまだ深刻なのかなと思っており

ます。引き続き御指導をお願いしたいと思います。ネットのトラブルに関しては、誰もが被害者

にもなり得れば、また加害者にもなり得ます。実際に中学生の子どもが加害者になってしまうと

いう怖い事例もありましたので、引き続き学校等で指導をお願いしたいと思っております。  

また、ネットの使用に関しては、モラルの面に加えて、保護者が心配しているスマホやタブレ

ットの長時間の視聴という問題もあるかと思います。今や、小・中学生にかかわらず、幼児期の

うちからスマホやタブレットを長時間見ているという時代でもありますし、そういった面からは、

生活習慣の乱れや健康への悪影響が及ばないように、デジタル端末との付き合い方について、改

めて保護者と連携する中で対策に取り組んでいただきたいと思っております。 

しかしながら、デジタル端末はデメリットだけではなくて、使い方次第では、私たちの人生を

豊かにしてくれるツールにもなります。現に、八戸市でも教育にＩＣＴを活用されており、誰も

が分かりやすく、主体的に学べる教材になるよう、先生方が日々、一生懸命研究をなされて授業

の準備をしています。したがって、デジタルの問題点だけを列挙して、闇雲に不安をあおるだけ

ではなく、メリットや教育現場での有効な活用の実例などを、保護者や地域の方に発信していた

だいて、市民の皆様の御理解のもとで、これから先の時代を強く生き抜く人材の育成に進めてい

ければいいなと思っていましたので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（齋藤教育長） 

 関連質問はございませんか。 

 

（久保委員） 

昨年度の業務報告の中では、本事業について、児童や保護者の参加人数を表示していただいて

いたと思います。保護者もとても関心のある事業ですので、もし可能であれば、学校ごとの参観

日などに合わせて、保護者がお話を聞けるような場を設けていただければ、もっと広く参加して

いただけるのではないかと思っての御提案でした。 

 

（齋藤教育長） 

 保護者の方は講習会に参加していますでしょうか。 

 

（三津谷教育指導課長） 

 昨年度の状況ですけれども、ネット情報モラル教室の要請が約 30 件あり、講師の方を派遣し

ております。その中で、20件程度は保護者の方にも来ていただいて開催しているという実態もご

ざいます。市教育委員会としては、学校の求めに応じて講師を派遣しておりますが、今後もでき

る限り保護者が参加できるよう、学校にも伝えていきたいと思っております。  
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(齋藤教育長) 

確認ですが、子どもたちだけではなく、保護者あるいは地域の方を招いてもよいのでしょうか。 

 

(事務局) 

学校の求めに応じてやることになりますので、子どもたちや教員、保護者及び地域の方も参加

可能でございます。  

 

(齋藤教育長) 

そういったことをもう一度周知したほうがよいかもしれませんね。御承知のとおり、スマホの

利用時間について、条例で決めた自治体もあると聞いていました。それが良いか悪いかは別とし

て、ネットモラルについて、みんなが情報を共有しながら、上手に使いこなすということを前提

に、しっかりと知識を身に付けていかなければならないだろうと思っています。これについては

引き続き、様々取り組んでまいりましょう。 

 

 そのほか委員の皆さんから質問等はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

 

【令和７年度第３四半期の主な事業予定について（質疑応答）】 

 次に、「令和７年度第３四半期の主な事業予定について」も、事前に質問をいただいておりま

す。６ページ「ポートランド児童受入事業」について、西山委員からお願いいたします。 

 

（西山委員） 

青少年グループの「ポートランド児童受入事業」について御質問申し上げます。八戸市では、

中学校において海外派遣を実施し、今年度もアメリカに第一班、第二班が行って、海外の文化を

学び、交流を深めてきました。子どもたちにとって、非常に有意義な事業であると感じています。 

一方で、今回はポートランドの児童を受け入れるということで、ポートランドの児童のみなら

ず、八戸市の児童にとっても非常に良い経験ができる事業と考えています。今年度の受入れにつ

いて、事業内容をお知らせいただければと思います。 

 

（三津谷教育指導課長） 

 西山委員の御質問にお答えいたします。「ポートランド児童受入事業」の実施内容についての

御質問ですが、現在、受入実施に向けて準備を進めているところでございます。内容等につきま

しては、アメリカ合衆国のオレゴン州ポートランド市にあります、ポートランド・インターナシ

ョナル・スクールの児童６名及び引率の方２名の合計８名が、11月８日土曜日から11月15日土

曜日までの８日間にわたって、八戸市を訪問する予定となっております。当市の滞在中には、ホ

ームステイをして、西白山台小学校での交流などを通じて、日本や八戸市の生活、文化を体験す

るものでございます。そのほかにも、厳島神社の見学や市長表敬も予定されております。なお、

西白山台小学校の児童との交流は、11月10日月曜日から11月14日木曜日までの期間となって
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おりまして、その中で授業や給食、清掃のほか、クラブ活動の体験等をする予定となっておりま

す。  

 

(西山委員) 

先ほども申し上げましたように、子どもたちにとって非常に良い経験ができる機会だと思って

います。西白山台小の児童のみならず、機会があれば、多くの小学校の児童とも交流のできる場

面があれば、ありがたいと思います。これまで、中国からの受入れ等も実施していましたけれど

も、国際情勢等の関係でなかなか実施できない状況ですので、今後、また社会情勢や国際情勢を

見ながら、こういった貴重な機会を多く設定できるようになってくれればありがたいと感じてい

ます。 

 

（三津谷教育指導課長） 

 すみません、先ほど私の回答に誤りがありましたので、訂正させていただきます。西白山台小

学校の児童との交流は、先ほど11月14日木曜日までと申し上げましたが、正しくは11月13日

の木曜日でした。訂正いたします。申し訳ございませんでした。 

 

（齋藤教育長） 

 10日から13日まででよろしいでしょうか。 

 

（三津谷教育指導課長） 

 はい、そのとおりです。 

 

(齋藤教育長) 

ちなみに、ポートランドから来る子どもたちは、日本の小学校で言うと何年生が来るのでしょ

うか。  

 

(三津谷教育指導課長) 

５年生です。 

 

（齋藤教育長） 

 関連質問はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

 

 そのほか、委員の皆さんから質問等ありますでしょうか。 

 〔質疑なし〕 

 

 それでは次にまいります。｢教職員による児童生徒の撮影及び画像・映像データ等の取扱いに
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ついて」及び「八戸市地域クラブ活動（国の実証事業）について」は、いずれも学校教育課から

の報告事項となりますので、併せて事務局から説明をお願いします。 

 

【教職員による児童生徒の撮影及び画像・映像データ等の取扱いについて】 

【八戸市地域クラブ活動（国の実証事業）について】 

（佐藤 学校教育課長 資料に基づき説明） 

 

（齋藤教育長） 

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問などがありましたらお願いします。 

〔質疑なし〕 

 

 私から補足させていただきます。本件につきましては、文科省から既に通知が各学校に届いて

おりまして、それを当市の実情等を加味しながら、学校現場に改めて通知をしたというものにな

ります。今回は学校現場だけではなく、保護者の方にも各学校を通じて情報提供しています。そ

の目的といたしましては、ネット情報モラルについて、しっかり啓発する必要があるということ

で、学校でもこういう取組をやっていますよとお知らせしたいという思いもあって、保護者の方

にも流したということになります。全国では様々な事案が発生しており、学校現場や教職員に寄

せられる厳しい目というものを、しっかりこれから払拭していかなければならないだろうと改め

て思っています。 

先般、総務協議会で本件について報告したところ、市教育委員会で何かありましたかと、マス

コミからの質問がありました。そういうふうに思われること自体が悲しいなと正直思いましたけ

れども、そういったことも踏まえながら、こういった事案が当市から発生しないようにみんなで

留意しながらやっていきたいと思っております。 

それから、二つ目の国の実証事業については、これからスタートするということで、なかなか

難しい面もあろうかと思います。どうぞ、こういった状況をまた踏まえながら、今後市長が開催

する総合教育会議においても、話題に挙がると思いますので、それぞれの委員の皆さんの知見を

活かして、御意見いただければありがたいと思っております。 

 

次に「令和７年度八戸市遺跡調査報告会の開催について」事務局からの説明をお願いいたしま

す。 

 

【令和７年度八戸市遺跡調査報告会の開催について】 

（間 是川縄文館副館長 資料に基づき説明） 

 

（齋藤教育長） 

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問などがありましたらお願いします。 

〔質疑なし〕  
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次に、｢『はちのへ電子図書館』の開始について」、「『第 15 回八戸市図書館を使った調べる学

習コンクール』受賞作品の決定について」、「『体験！一日図書館員』の開催について」及び「『わ

らべうた講習会』の開催について」の４件は、いずれも図書館からの報告事項となりますので、

併せて事務局から説明をお願いします。 

 

【「はちのへ電子図書館」の開始について】 

【「第15回八戸市図書館を使った調べる学習コンクール」受賞作品の決定について】 

【「体験！一日図書館員」の開催について】 

【「わらべうた講習会」の開催について】 

（磯嶋 図書館長 資料に基づき説明） 

 

（齋藤教育長） 

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問などがありましたらお願いします。 

〔質疑なし〕 

 

 そのほか、事務局から報告事項はありますか。 

 〔なし〕 

 

 それでは最後に「その他」ですが、委員の皆様方から何かございますか。 

 〔なし〕 

 

閉  会 

これをもちまして令和７年10月の教育委員会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

（午後２時19分閉会） 

  


